
第１０６号議案 

   足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１６年１２月８日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 足立区保育所の保育の実施に関する条例（昭和６２年足立区条

例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項を次のように改める。 

３ 生計を一にする世帯から保育所に２人以上の児童が入所している

場合においては、最も保育料の額が低い児童の次に保育料の額が高

い児童（最も保育料の額が低い児童が２人以上いる場合はそのうち

の１人とし、最も保育料の額が低い児童の次に保育料の額が高い児

童が２人以上いる場合はそのうちの１人とする。）に係る保育料の

額は、別表第１に定める保育料の額に別表第２に定める割合を乗じ

て得た額とし、最も保育料の額が低い児童及び最も保育料の額が低

い児童の次に保育料の額が高い児童以外の児童に係る保育料は、無

料とする。 

  別表第１中 

 「 

０円 ０円 ０円 

１，３００円 １，３００円 １，９００円 

２，０００円 ２，０００円 ２，４００円 

２，６００円 ２，７００円 ３，１００円 

５，６００円 ５，６００円 ６，７００円 

７，２００円 ７，３００円 ８，３００円 

９，２００円 ９，３００円 ９，４００円 

１万８００円 １万９００円 １万５，４００円 



  

１万２，６００円 １万２，７００円 １万９，１００円 

１万４，２００円 １万４，３００円 ２万１，５００円 

１万５，７００円 １万５，８００円 ２万３，６００円 

１万６，９００円 １万７，０００円 ２万５，５００円 

１万８，０００円 １万８，２００円 ２万７，５００円 を 

１万８，０００円 １万９，５００円 ２万９，２００円 

１万８，０００円 ２万７００円 ３万１，０００円  
１万８，０００円 ２万１，６００円 ３万２，５００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ３万４，２００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ３万５，７００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ３万７，２００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ３万８，５００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ４万円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ４万３，４００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ４万８，９００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ５万３，７００円 

１万８，０００円 ２万２，６００円 ５万７，５００円 

                                                                                                 」  

 「 

１，８００円 １，８００円 １，８００円 

３，７００円 ３，７００円 ４，３００円 

４，４００円 ４，４００円 ４，８００円 

５，６００円 ５，７００円 ６，１００円 

７，９００円 ８，０５０円 ９，３５０円 

９，６５０円 ９，９５０円 １万１，１００円 

１万１，６５０円 １万１，９５０円 １万２，２００円 

１万３，４５０円 １万３，７００円 １万８，２００円 

１万５，４００円 １万５，５００円 ２万１，９００円 

１万７，２００円 １万７，３００円 ２万４，５００円 

１万８，７００円 １万８，８００円 ２万６，６００円 

１万９，９００円 ２万円 ２万８，５００円 



２万１，０００円 ２万１，２００円 ３万５００円 に 

   
２万１，０００円 ２万２，５００円 ３万２，２００円  
２万１，０００円 ２万３，７００円 ３万４，０００円 

２万１，０００円 ２万４，６００円 ３万５，５００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ３万７，７００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ３万９，２００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万７００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万２，０００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万３，５００円 

２万２，０００円 ２万６，６００円 ４万７，４００円 

２万２，５００円 ２万７，１００円 ５万３，４００円 

２万３，０００円 ２万７，６００円 ５万８，７００円 

２万３，５００円 ２万８，１００円 ６万３，０００円 

                                                                                                 」  

 改める。 

 別表第２Ｃ階層及びＤ階層第１階層から第１２階層までの階層に属

する世帯の項中「Ｃ階層及びＤ階層」を「Ｂ階層、Ｃ階層及びＤ階層」

に改め、同表に備考として次のように加える。 

 備考 

  算出した額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

第２条 足立区保育所の保育の実施に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  別表第１中 

 「 

１，８００円 １，８００円 １，８００円 

３，７００円 ３，７００円 ４，３００円 

４，４００円 ４，４００円 ４，８００円 

５，６００円 ５，７００円 ６，１００円 

７，９００円 ８，０５０円 ９，３５０円 

９，６５０円 ９，９５０円 １万１，１００円 



１万１，６５０円 １万１，９５０円 １万２，２００円 

  

１万３，４５０円 １万３，７００円 １万８，２００円 

１万５，４００円 １万５，５００円 ２万１，９００円 

１万７，２００円 １万７，３００円 ２万４，５００円 

１万８，７００円 １万８，８００円 ２万６，６００円 

１万９，９００円 ２万円 ２万８，５００円 

２万１，０００円 ２万１，２００円 ３万５００円 を 

２万１，０００円 ２万２，５００円 ３万２，２００円  
２万１，０００円 ２万３，７００円 ３万４，０００円 

２万１，０００円 ２万４，６００円 ３万５，５００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ３万７，７００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ３万９，２００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万７００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万２，０００円 

２万１，５００円 ２万６，１００円 ４万３，５００円 

２万２，０００円 ２万６，６００円 ４万７，４００円 

２万２，５００円 ２万７，１００円 ５万３，４００円 

２万３，０００円 ２万７，６００円 ５万８，７００円 

２万３，５００円 ２万８，１００円 ６万３，０００円 

                                                                                                 」  

 「 

３，６００円 ３，６００円 ３，６００円 

６，１００円 ６，１００円 ６，７００円 

６，８００円 ６，８００円 ７，２００円 

８，６００円 ８，７００円 ９，１００円 

１万２００円 １万５００円 １万２，０００円 

１万２，１００円 １万２，６００円 １万３，９００円 

１万４，１００円 １万４，６００円 １万５，０００円 

１万６，１００円 １万６，５００円 ２万１，０００円 

１万８，２００円 １万８，３００円 ２万４，７００円 

２万２００円 ２万３００円 ２万７，５００円 



２万１，７００円 ２万１，８００円 ２万９，６００円 

２万２，９００円 ２万３，０００円 ３万１，５００円 

   

２万４，０００円 ２万４，２００円 ３万３，５００円 に 

２万４，０００円 ２万５，５００円 ３万５，２００円  
２万４，０００円 ２万６，７００円 ３万７，０００円 

２万４，０００円 ２万７，６００円 ３万８，５００円 

２万５，０００円 ２万９，６００円 ４万１，２００円 

２万５，０００円 ２万９，６００円 ４万２，７００円 

２万５，０００円 ２万９，６００円 ４万４，２００円 

２万５，０００円 ２万９，６００円 ４万５，５００円 

２万５，０００円 ２万９，６００円 ４万７，０００円 

２万６，０００円 ３万６００円 ５万１，４００円 

２万７，０００円 ３万１，６００円 ５万７，９００円 

２万８，０００円 ３万２，６００円 ６万３，７００円 

２万９，０００円 ３万３，６００円 ６万８，５００円 

                                                                                                 」  

 改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は平成１７年４月１日から、第２条の規定は

平成２０年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 負担の適正化を図るため、保育料の額を改定する必要があるので、こ

の条例案を提出いたします。 


